
社会福祉法人 わたつみ会 役員等報酬規程 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人わたつみ会（以下「当法人」という。）の業務に従事する役

員等の報酬及び法人業務に携わったときの諸経費について必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において役員等とは、法人の理事、監事及び評議員をいう。 

 

第２章 報酬等 

 

（報酬の額の決定） 

第３条 当法人は、役員等に職務執行の対価として第４条の規定により、報酬を支給することが 

できる。 

２ この法人の全理事の報酬総額の範囲は、年間１，４８０，０００円以内とする。 

３ この法人の全監事の報酬総額の範囲は、年間２２０，０００円以内とする。 

４ 評議員には、定款第８条に定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

 

（報酬の支給） 

第４条 非常勤の役員等が理事会、評議員会へ出席したとき、その他法人業務に携わったとき 

は、次の通り報酬を支給する。 

 

（１）理 事  日額 １０，０００円 

（２）監 事  日額 １０，０００円 

（３）評議員  日額 １０，０００円 

 

（報酬の支払い方法） 

第５条 報酬の支払いは、次の通りとする。 

２ 報酬は全額、毎月１６日に起算し、翌月１５日に締め切り、翌月２５日（当日が土・日曜日

又は祝日の場合はその前日）に本人指定の金融機関口座に振り込むことによって支払う。ただ

し、指定の口座は本人名義に限る。 

３ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（費用弁償） 

第６条 法人業務に携わったときに支出した通信費、物品輸送費、雑費等の諸経費は、その使途

を明記した領収書等をもって実費を支給する。 

 

（適用除外） 

第７条 理事において、施設、法人本部の正職員を兼務する者には、この規程による報酬は適用

しない。 



（公 表） 

第８条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２に定める報酬等の支給の基準と 

して公表する。 

 

（改 廃） 

第９条 この規程の改廃は、社会福祉法人わたつみ会評議員会の決議を経て行う。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２９年６月２１日より施行する。 


